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の
規
定
に
よ
る

道
路

日

　

部

　

武
蔵
村
山
市

学
園
一
丁
目
二

十
六
番
四
、
四

十
一
番
十
五
地

先
、
四
十
三
番

三
、
同
番
五
、

四
十
四
番
三
、

同
番
六
及
び
四

十
六
番
二

㈡�　

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部

　

武
蔵
村
山
市

学
園
一
丁
目
二

十
五
番
二
、
四

十
一
番
十
五
、

四
十
三
番
一
、

同
番
二
、
同
番

四
、
四
十
四
番

一
、
同
番
四
、

四
十
五
番
六
、

同
番
七
、
同
番

二
十
三
、
同
番

二
十
四
及
び
四

十
八
番
三

幅
員

　

一
二
・
〇
〇

～
一
六
・
〇
○

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
区
域
を
変
更
す
る
。

ま
た
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
は
、

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
八
条
第

一
項
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
、
都

道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
区
域
を
変
更
し
た
。

つ
い
て
は
、
道
路
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

目

次

日
証
館

Ｓ
Ｒ
Ｃ
造
、
地
上

七
階
地
下
一
階
建

て

中
央
区
日
本
橋
兜
町
一

番
十
号

東
京
大
学
龍
岡
門

（
門
及
び
門
衛
所
）

Ｒ
Ｃ
造
、
門
衛
所

一
階
建
て

文
京
区
本
郷
七
丁
目
三

番
一
号

東
京
大
学
農
正
門

（
門
、
農
学
部
門
衛

所
及
び
農
学
資
料

館
）

門
石
造
・
農
学
部

門
衛
所
及
び
農
学

資
料
館
Ｒ
Ｃ
造
、

農
学
部
門
衛
所
及

び
農
学
資
料
館
一

階
建
て

文
京
区
弥
生
一
丁
目
一

番
一
号

東
京
大
学
弥
生
門

（
門
及
び
門
衛
所
）

Ｒ
Ｃ
造
、
門
衛
所

一
階
建
て

文
京
区
本
郷
七
丁
目
三

番
一
号

早
稲
田
大
学
一
号
館

Ｒ
Ｃ
造
、
地
上
四

階
地
下
一
階
建
て

新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁

目
六
番
一
号

八
芳
園
（
壺
中
庵
）

木
造
、
二
階
建
て

港
区
白
金
台
一
丁
目
一

番
六
号

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

令
和
六
年
十

一
月
二
十
七

㈠�　

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

延
長

三
六
七
・
〇
〇

告
　
　
　
示

○
歴
史
的
建
造
物
の
選
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…	
一

○
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
区
域
変
更
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…	

一

告
　
　
　
示
（
公
）

○
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

五

公
　
　
　
告

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し
（
二
件
）

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）…	

五

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
六
号

東
京
都
景
観
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
六
号
）

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
選
定
歴
史
的
建
造
物

を
次
の
と
お
り
選
定
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

名　

称

構
造
及
び
規
模

所　

在　

地

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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二　

変
更
の
区
間　

�

中
央
区
新
富
二
丁
目
六
番
二
十
七
地
先
か
ら
同

区
八
重
洲
二
丁
目
十
三
番
八
地
先
ま
で

三　

変
更
の
概
要　

別
図
表
示
の
と
お
り

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名　
　
　

首
都
高
速
一
号

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
及
び
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

東
京
西
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名　
　

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

東
都
総
業

株
式
会
社

宮
本　

克
彦

新
宿
区
新
宿
四
丁
目

一
番
六
号
Ｊ
Ｒ
新
宿

ミ
ラ
イ
ナ
タ
ワ
ー
八

階

令
和
六
年
九
月

三
十
日

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名　
　

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

ミ
ン
バ
イ

石
油
株
式

会
社

廣
瀬　

圭
一

大
田
区
平
和
島
五
丁

目
二
番
二
十
八
号

令
和
六
年
十
一

月
三
十
日

告
　
　
　
示
（
公
）

公
　
　
　
告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
426号

道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
108条

の
32の

３
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
、
自
動
車
教
習
所
の
運
転
免
許

取
得
者
等
検
査
の
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
108条

の
32の

２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

令
和
６
年
12月
25日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
認
定
年
月
日

令
和
６
年
11月
８
日

２
　
認
定
事
項

名
称
、
住
所
及
び

代
表
者
の
氏
名

運
転
免
許
取
得
者

等
検
査
に
使
用
す

る
施
設
の
名
称
及

び
所
在
地

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
方
法
の
区
分

及
び
名
称

黒
井
産
業
株
式
会

社山
形
県
山
形
市
宮

町
二
丁
目
11番

９
号髙
橋
　
博
剛

葛
西
橋
自
動
車
教

習
所

江
戸
川
区
西
葛
西

二
丁
目
16番
11号

運
転
免
許
取
得
者
等

検
査
の
認
定
に
関
す

る
規
則
（
令
和
４
年

国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
８
号
）
第
１
条

第
１
号

認
定
認
知
機
能
検
査

同
等
検
査
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


